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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
回転・旋削装置にあって、直径方向断面が円形である棒状のワーク(２)をセンタリングし
て掴むための保持具であって、
ローラー(３)を有し共面配置される３つの保持部材(４，５)と、
ローラー(３)の当接周面とワーク(２)の当接周面との間に削りくずが入り込むのを防止す
るためにつかみアーム(６)に配される削りくず遮断キャップ(９)とを備え、
前記保持部材(４，５)のうち外側の２つの保持部材(４)がつかみアーム(６)に配され、該
つかみアーム(６)が保持具本体(７)中に配される継ぎ手ピン(８)の周りに振れ動き可能で
あり、中央の保持部材(５)がワーク(２)に対して直線的に位置・姿勢をシフト可能である
保持具において、
削りくず遮断キャップ(９)の内部にキャップ導管(１０)が形成され、このキャップ導管(
１０)が当接周面に洗い流し媒体を放出するためのキャップ開口(１３)を有し、
つかみアーム(６)中に、キャップ導管(１０)への供給のための洗い流し媒体導管(１２)が
備えられることを特徴とする保持具。
【請求項２】
請求項１に記載の保持具において、削りくず遮断キャップ(９)がローラー(３)の周方向へ
とシフト可能につかみアーム(６)に取り付けられ、つかみアーム(６)から削りくず遮断キ
ャップ(９)中へと洗い流し媒体を移し込むために、洗い流し媒体導管(１２)の開口に対向
して、または、他の構成部分の内部にあるキャップ導管(１０)の開口に対向して、圧力室
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(１１)が構成されていることを特徴とする保持具。
【請求項３】
請求項１または２に記載の保持具において、キャップ導管(１０)は、そのキャップ開口(
１３)が削りくず遮断キャップ(９)中の洗い流し媒体を当接周面に対して接線方向に放出
するように、位置・姿勢がシフトされていることを特徴とする保持具。
【請求項４】
請求項１～３のいずれかに記載の保持具において、中央の保持部材(５)に隣接して、保持
具本体(７)に凹部(１６)が形成され、この凹部(１６)が、少なくとも１つの排出開口(１
７)を備えたカバー(１５)によって覆われるとともに、洗い流し媒体貯蔵部に接続される
ことを特徴とする保持具。
【請求項５】
請求項４に記載の保持具において、凹部(１６)が中央の保持部材(５)の両側に構成されて
いることを特徴とする保持具。
【請求項６】
　請求項５に記載の保持具において、常に保持部材(５)よりも上方に位置する凹部(１６)
が栓によって閉じられていることを特徴とする保持具。
【請求項７】
請求項１～６のいずれかに記載の保持具において、洗い流し媒体として冷却媒体が想定さ
れていることを特徴とする保持具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、回転装置や旋削装置にあって、棒状のワーク(加工対象物)をセンタリングして
つかむための保持具に関する。
【０００２】
【従来の技術】
このような保持具として、以下のようなものが実務上知られている。
【０００３】
保持具が３つの保持部材を有する。これら保持部材は、共通の平面内に配され、ローラー
を備えている。これら保持部材のうちの外側の２つの保持部材が、つかみアームに配され
ている。該つかみアームは保持具本体中に配された継ぎ手ピンの周りを振れ動き可能であ
る。そして、中央の保持部材は、ワークに対して、直線運動により位置・姿勢をシフト可
能である。また、ローラーの当接周面(ローラー面)とワークの当接周面(ローラー当接面)
との間に削りくずが入り込むのを防ぐために、つかみアームに削りくず遮断キャップが配
される。削りくず遮断キャップ(防塵キャップ)は、ローラーの隣の個所に、ワークの当接
周面に当接するすくい取りエッジを有する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
このような保持具において、削りくず遮断キャップのみでは、ローラの当接周面と、ワー
クの当接周面との間への削りくずの入り込みについて、要求される確実さで防ぐことがで
きないということが知られるに至った。
【０００５】
したがって、本発明の根底を成す課題は、削りくずの入り込みをより有効に防止できるよ
うに導入部で述べたような保持具を構成することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
このような課題は、本発明によると、導入部で述べたような保持部材にあって、以下によ
り解決される。つかみアーム中には、削りくず遮断キャップ中に形成された内側のキャッ
プ導管への供給のための洗い流し媒体導管が備えられる。該キャップ導管は、当接周面に
洗い流し媒体を放出するキャップ開口を有している。
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【０００７】
本発明により以下のような利点が得られる。洗い流し媒体により最小の粒子も捕捉されて
洗い流される。しかも、比較的大きな粒子を退ける削りくず遮断キャップは、何ら変わる
ことなく充分に利用することができるのであって、削りくず遮断キャップの作用に、洗い
流し媒体の作用が加重されるのである。洗い流し媒体は、すくい取りエッジの下をすり抜
けることができる小さな粒子を捕らえる。しかしながら、洗い流し媒体は、比較的大きな
粒子の場合でも有効であり、すくい取りエッジを支援して負荷を減らす。際だった利点が
、削りくず遮断キャップの内側にキャップ導管を通すことにより得られている。このよう
であると、外部の構造部分を追加して、汚れ除去を行わなくても良くなるからである。
【０００８】
【発明の実施の形態】
本発明の枠内で、さらに次のことが想定される。防塵キャップがローラーの周方向に沿っ
て位置・姿勢をシフト可能なようにつかみアームに取り付けられる。つかみアームから防
塵キャップ中へと洗い流し媒体を移し込むにあたり、洗い流し媒体導管の開口に対向する
個所、または、他の構成部分中の内部にあるキャップ導管の開口に対向する個所に、圧力
室が構成される。
【０００９】
本発明の保持具を用いて常に同じ直径のワークのみをつかむのではない。また、削りくず
遮断キャップに設けられたすくい取りエッジが、なるべくワークとローラーとの当接面に
近接して配置される。したがって、ワークの直径が変化した際には、削りくず遮断キャッ
プの配置を新たに行う必要があり、このために、削りくず遮断キャップはローラーの周方
向に位置・姿勢をシフト可能であることが必要である。このため、各防塵キャップは、一
つのバネの力によってシフト可能であり、ワークの表面に押し当てられる。圧力室は、種
々の位置・姿勢におけるつかみアームから削りくず遮断キャップ中への洗い流し媒体の移
し込みを可能にするのに役立つ。
【００１０】
キャップ導管のキャップ開口が削りくず遮断キャップ中の洗い流し媒体を当接周面に対す
る接線方向に放出するようにキャップ導管がシフトされているなら、当接周面についての
特に優れた防塵作用が得られる。
【００１１】
つかみアームに配されたローラーについてのこのような向上した防塵作用は、中央の保持
部材中に配置されたローラーに対しても望ましいものである。そのため、本発明の他の実
施態様によると、中央の保持部材に隣接して、保持具本体中に、洗い流し媒体貯蔵部に接
続された凹部を設けることが想定される。この凹部は、少なくとも１つの排出開口を備え
たカバーによって覆われる。
【００１２】
たいていの使用のケースにおいて、保持具の中央にある、並進移動する保持部材は、水平
線との角度をなすようにして据え付けられる。そのため、凹部が中央の保持部材の両側に
構成されているなら、常に中央保持部材よりも下方に位置し削りくずの集積場所の側にあ
る凹部が削りくずを払い除けるために用いられるので、好都合である。このような実施態
様においては、また、次のことが想定される。保持具が配置される方向・向きに依存して
必要でなくなっている凹部が栓によって閉じられる。洗い流し媒体の消費量を制限すると
ともに、目下のところ必要でない凹部の汚染を防止するためである。
【００１３】
洗い流し媒体としては、基本的に、任意の流体を用いることができる。例えばたまってい
る削りくずを高圧の空気を用いて洗い流すことができる。洗い流し媒体として冷却媒体が
想定されるならば、本発明による、さらなる利点が得られるので好ましい。
【００１４】
以下において、図面に描かれた実施例を用いて本発明が詳細に説明される。
【００１５】
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図１及び図２には、回転・旋削装置にあって、直径方向断面が円形である棒状のワークを
センタリングして掴むための自動センタリング保持具１が描かれている。この自動センタ
リング保持具１は、ローラー３を有する３つの保持部材４，５を一つの平面内に有する。
これらのうち、２つの外側保持部材４はつかみアーム６からなり、該つかみアーム６は、
保持具本体７中に配される継ぎ手ピン８を中心にして振れ動きが可能である。該つかみア
ーム６には、ローラー３の周方向にスライド可能に装着される削りくず遮断キャップ９が
配される。この内側には、キャップ導管１０が形成されており、同様に削りくず遮断キャ
ップ９中に設けられる圧力室１１に接続している。圧力室１１は、削りくず遮断キャップ
９がその都度どの位置にあるかに関係なく、つかみアーム６中に設けられた洗い流し媒体
導管１２を通じて、洗い流し媒体の貯蔵部からの供給を受ける。
【００１６】
洗い流し媒体としては冷却媒体が用いられるので、汚れをより確実に防ぐことができるだ
けでなく、より良好に冷却を行うことができる利点も得られる。圧力室１１からは、洗い
流し媒体がキャップ導管１０を経てキャップ開口１３に供給される。該キャップ開口１３
からは、洗い流し媒体が、削りくず遮断キャップ９におけるワーク２に当接するすくい取
りエッジ１４の前へと流れ出る。キャップ導管１０は、キャップ開口１３が洗い流し媒体
を当接周面に対して接線方向に放出するような具合に、延びており、また、配置の方向が
決められている。
【００１７】
中央の保持部材５は、直線運動により、ワーク２に対する位置・姿勢をシフト可能である
。この中央保持部材５の隣では、保持具本体７に凹部１６が形成されている。この凹部１
６は、排出開口１７を有するカバー１５によって覆われるとともに、洗い流し媒体貯蔵部
に接続されている。凹部１６は、図示された実施例において、中央の保持部材５の両側に
形成されている。より精確には、図１で見た場合に、中央の保持部材５の上方及び下方に
設けられている。ここで、排出開口１７は、カバー１５中にあって常に中央保持部材５を
向く側に配されている。また、中央保持部材５中には、２つの冷却媒体排出開口１８が構
成されている。冷却媒体排出開口１８は、ローラー３とワーク２との間の当接面について
も削りくずのない状態に保つのものであり、しかも、該ワーク２の回転方向に関係なくこ
のような状態に保つものである。保持具１が配置される方向・向きによっては、必要でな
い凹部１６が栓で閉じられていても良い。保持具１は、通常、水平線からずれた位置・姿
勢に据え付けられる。
【００１８】
【発明の効果】
回転装置や旋削装置にあって、棒状のワーク(加工対象物)をセンタリングしてつかむため
の保持具において、保持具を構成するローラーの当接周面(ローラー面)とワークの当接周
面(ローラー当接面)との間に削りくずが入り込むの有効に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の保持具について、ローラーがワークに当接していない状態で、ワークの
長手方向から見た場合について示す正面図である。
【図２】本発明の保持具についてローラーがワークに当接している状態にて示す、図１の
部分拡大図である。
【図３】図１のIII-III線に沿った断面を示す部分断面図である。
【図４】図１のIV-IV断面に沿った断面を示す部分断面図である。
【図５】図１の矢印Ｖの方向から見た場合の部分側面図である。
【図６】保持具本体に取り付けられたつかみアームの平面図である。
【符号の説明】
１　自動センタリング保持具
２　ワーク
３　ローラー
４，５　ローラー３を有する保持部材
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６　つかみアーム
９　削りくず遮断キャップ
１０　キャップ導管(削りくず遮断キャップ９の内側の導管)
１２　つかみアーム中の洗い流し媒体導管
１３　キャップ開口(洗い流し媒体放出のためのキャップ導管１０の開口)

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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